
　「関の山車会館地域交流施設新築工事」の工事監査を、
平成30年10月11日に行いました。
　その結果を、平成31年１月28日に市長と議会へ報告し
ましたので、概要をお知らせします。

亀山市監査委員　渡部 満
同　　　　新 秀隆
同　　　　国分 純

所管部課 生活文化部文化スポーツ課 工事場所 亀山市関町中町 地内

工事名 関の山車会館地域交流施設新築工事

工事内容

　江戸時代より関宿で遺されている山車（亀山市有形・無形民俗文化財）の保存・展示および
祭囃子の伝承活動の拠点として、関の山車会館を整備するにあたり、地域交流施設（山車収蔵
展示棟）を新築する。

敷地面積：　658.58㎡　　　　建ぺい率：　45.45％
建築面積：　309.12㎡　　　　主要用途：　博物館
延床面積：　299.27㎡　　　　建築工事：　木造、平屋建

契約方法 一般競争入札 契約金額 105,840,000円

請負業者 白川建設（株）

設計業者 （株）都市環境設計三重事務所 監理業者 （株）都市環境設計三重事務所

工　期 平成30年３月30日～平成30年10月31日

工事進捗率 40％（平成30年10月11日時点）

※ この監査は、特に高度な専門知識と経験が必要なことから、（公社）大阪技術振興協会に技術士の派遣を求めて、
所定の監査資料に基づき、所管課の職員および関係者から説明を聴取するとともに、関係書類の検査および工事
現場の実査により行った。

技術士による調査結果（抜粋）２

監査対象工事の概要

お知らせします

工事監査結果

問合先 監査委員事務局監査グループ（☎84－5051）

（１）総括所見
　プロジェクト全般については、設計監理・施工管理
の手続き上に大きな問題はなかった。監理・監督業務
に多少の工夫・改善の事項はあるが、総括的にはおお
むね良好であった。

【工夫・改善が望まれる点】
① 工事発注者は、設計図書（設計内訳書を含む）を成

果品として受領する際には、設計者に対して、成果
品間の整合性が担保されていることを確認し、書
面で残して受領することが望まれる。

監査の結果１
　技術士による調査結果をふまえ、工事関係書類お
よび現場の施行状況は、いずれもおおむね適正であ
ると判断した。
　しかしながら、工期は平成30年10月31日までで
あるにも関わらず、監査当日（平成30年10月11日）
の進捗率は40％であり、工期の延長がなされていな
い。工期の延長については速やかに手続きを行い、新
たな工期の変更契約を締結されたい。
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   •  機械設備などについては未着工であり、中間（工
程）検査については十分間に合うので、実施され
ることが望ましい。

ク．工程管理
   •  当該工事は、排水工事先行のため、当初の工程か

ら大きな変更がなされているにもかかわらず、工
程変更の手続きが完了していない状況である。

      早急に、工程を作成し、工事関係者へ周知徹底す     
る必要がある。

   •  設備工事の工程についても、建築工事の工程に合わ
せて予め組み込むことを推奨する。現状では、資材
の調達に関しても不備はないとのことであるが、計
画性をもって取り組まれることが必要である。

   •  施工業者から市に提出されていた月報は、県が
使用している様式をそのまま使用しているとい
うことであり、その作成・提出を受注者側に指示
されているが、記載内容を再確認の上、作成する
目的を明確にして、必要でないと判断されたら
廃止も含めて検討されることを提案する。

   •  定例会の議事録の中で、市側から夏休みの保安
体制につき報告するよう指示があったが、その
後どうなったのか確認できなかった。非常に重
要なことなので、その結果については、早急に提
示できるようにするべきである。

ケ．安全衛生管理
   •  作業日報を現場で確認したが、現場代理人の押

印がなかったので、その内容が確認されている
という証拠がない。確認後は、必ず押印されるこ
とを習慣付けられたい。

コ．維持管理
   •  竣工に伴って提出される引継ぎ書類は、工事発

注者検査日の前日までに提出させて、内容点検
の上、訂正や不足している資料を整え、竣工日の
前日には、引継ぎ書類綴りを成果品として提出
させることが肝要である。

   •  諸事情により、竣工日に施工が完了しないもの
や提出できないものについては、未済工事リス
トを作成させ、完了予定日を記述したものを提
出させる必要がある。

（３）現場施行状況監査
   •  狭隘な現場であり、明確に安全通路を確保する

ことは困難であるので、場内の整理整頓を徹底
することが肝要である。

   •  危険予知活動の記録簿に担当者の押印あるいは
サインがなかった。提出先は現場代理人なの
で、提出する前に押印することが必要であり、
現場代理人も押印がないものを受領することの
ないようにされたい。

② 工期の見直しについては、現在手続き中であると
のことであったが、速やかに手続きを行い、新た
な工期を工事関係者に周知する必要がある。

③ 照査確認予定表が作成されていることは、工事監
督上、有効なツールである。ただし、その予定表を
使って関係書類が提出された際には、日付を記入
することで進捗状況の確認をすることが望まれる。

④ 工事発注者、設計監理者および施工者が最初に顔
を合わせる第１回全体打ち合わせには、現場代理
人とともに現場代理人の上司（工事契約者）も出
席させることが肝要である。この会合で、施工者に
対して工事発注者からは工事への要望事項や問題
点などについて、また設計監理者からは設計のコ
ンセプトを明確に施工者に伝達することで、プロ
ジェクトを順調に進行させることができる。

⑤ 工事契約約款では、瑕疵期間が１年と定めてある
ので、竣工１年後には、定期検査を瑕疵期間の終了
する境目の検査として実施することが望まれる。

（２）書類監査
ア．設計
   •  設計委託業者および監理委託業者の選定手続き     

については、適切に執行されていた。
   •  設計時に採用した基準類は適正で、設計図書作

成に関して不具合はなかった。
イ．積算
   •  採用している積算基準や歩掛りの運用は適正

で、算出根拠は明確であった。
ウ．入札・契約
   •  工事施工伺から工事請負契約までの手続きは、

公正かつ適正に行われていた。
エ．監理・監督
   •  監理者業務日報は、工事発注者である亀山市に

提出されていたが、多くのページが白紙状態であ
り、作成そのものが目的化しているように感じ
られた。月報についても同様で、後で確認しても
進捗状況がよく分からない状態であった。

オ．施工管理
   •  マニュフェストについては、工事完了毎にA票・E

票ともに確認しておくことが肝要である。
カ．工事記録写真
   •  工事記録写真については、撮影の日付を入れた白板

に被写体の内容を記述しておくことが肝要である。
キ．品質管理
   •  完成後に確認できない部分については、中間（工

程）検査として確認を実施し、写真に記録したり、
測定可能な部分については測定し、記録に残す
ことが肝要である。
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特集２ 市の業務が適正に行われているかをチェック


